
事 前 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 治山事業（水源地域整備事業） 

地 区 名 新城市
しんしろし

作手
つ く で

荒原
あ わ ら

 ほか 

事業箇所 新城市
しんしろし

作手
つ く で

荒原
あ わ ら

 ほか 地内 

事業のあ

らまし 

本地区は、布里地区を始め旧鳳来町北部の７地区への生活用水源域であり、また、広く東三河

地域を潤す豊川用水の水源域でもある。しかし、近年の豪雨や地域住民の減少などにより、土砂

流出など渓流や森林の荒廃が進行している状況である。水資源の確保と国土の保全に資するよう、

荒廃渓流には谷止工を施工し、山腹崩壊地には土留工や山腹緑化工などで植生の回復を図り、荒

廃森林については本数調整伐により下層植生の侵入を促し、森林の機能強化を図る。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

谷止工１４個を設置し、荒廃渓流の保全を図る。 

本数調整伐１４４．３haを実施し、水源かん養機能の向上を図る。 

事 業 費 
事業費 内訳 

４２０百万円 ■工事費 ４１５百万円、■用補費 ５百万円 

事業期間 採択予定年度 ２０２０年度 着工予定年度 ２０２１年度 完成予定年度 ２０２５年度 

事業内容 谷止工１４個 本数調整伐１１４．３ha 

Ⅱ 評価 

①
事
業
の
必
要
性 

1) 必要性 

 

当該地域は渓流及び山腹の荒廃が進み、山地災害の発生の恐れが懸念されている。地元か

らは治山事業による整備が強く望まれている。 

また、「費用便益分析マニュアル」に基づき算定したＢ/Ｃは 2.61で 1.0を越えており、効

果が期待出来る。 

判定 

A 
A： 現状の課題又は将来の予測から事業の必要性がある。 

B： 現状の課題又は将来の予測が十分把握されていない。 

【理由】 

水資源、良質な生活用水の確保を図る上で、当該地域における事業実施が必要であるため。 

②
事
業
の
実
効
性 

1) 事業計画  

 2021 2022 2023 2024 2025 

工種

区分 

調査・設計      

工事（谷止工・本

数調整伐） 

     

事業費（百万円） ４２０ 
 

2) 地元の合

意形成 

 地元への説明を経て地元の了解が得られている。 

判定 

A 
A： 事業計画の実効性が期待できる。 

B： 事業計画の実効性が期待できない。 

【理由】 

事業計画に無理はなく、地元の合意もあるため、その実効性は期待出来る。 

Ⅲ 対応方針 

事業実施が妥

当である。 
事業実施が妥当である。：上記①及び②の評価がすべてＡ判定であるもの。 

事業実施は妥当でない。：上記以外のもの。 

Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容 

■対象（事業完了後５年目） □対象外  

【事業完了後５年を越えて実施する理由・対象外の理由】 

 

【主な評価内容】 

事業実施後の渓流及び山腹斜面の状況から事業効果を評価する。 

 

（別紙４） 


